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政策評価制度における説明責務の要求内容と実務的運用の関

係

嶋村 陽空

1. 研究の問い

日本の政策評価制度は、なぜ両立困難な二つの目的を掲げ

ることとなったのか。そのことは何をもたらしたのか。本稿

ではこれらの問いを追求する。

政策評価制度は、行政機関が行う政策の評価に関する法律
1（以下、「評価法」という。）に基づく制度で、制度目的とし

て、「効果的かつ効率的な行政の推進に資する」こと（以下、

「目的Ⅰ」という。）と「政府の有するその諸活動について国

民に説明する責務が全うされるようにすること」（以下、「目

的Ⅱ」という。）の二つを掲げている（評価法第１条）。国の

行政機関がその所掌に係る政策の効果を自ら評価する取組で

あるとされている「政策評価」（評価法第３条）が政策評価制

度の基本的な取組で、その政策評価の結果は、「評価書」とし

て公表されることとされている（評価法第 10 条）。各府省の

自己評価が基本という特徴（田辺 2006, p.91）により、目的

Ⅰと目的Ⅱを同一の評価書で達成することが難しい構造とな

っている。行政の有効性、効率性向上に資する情報を得るた

めには、現行政策の問題点を明らかにする必要がある。他方

で、政策について国民へ説明しようとするならば、各府省は

自らを正当化するための情報を生産する。そこで、自己評価

を行う各府省は、現行政策の問題点を明らかにする情報の産

出と自己正当化のための情報の産出とを選択することになる

（平松 2008, p.４）。このように、目的Ⅰと目的Ⅱは競合す

ることもあり（小西 2009, p.24）、同時に実現することが難

しい。では、なぜこの二つを追求することとしたのだろうか。

本稿はこの問いに対して、制度の導入過程を詳細に振り返

ることで答えていく。さらに、両立困難な二つの目的を追う

中で、目的Ⅱについて法律の文言と実務の運用が離れていく

という帰結を指摘する。この帰結は、現行の制度見直しにお

いても懸念を生じさせる。そこで、このような帰結がいつの

時期から生じてきたのかについて、制度導入後の経過から明

らかにし、その要因を検討した上で、今後の対応策を論じる。

以下、第２節では、政策評価制度の概要と先行研究の状況

を整理する。第３節で、制定過程について取り上げ、第４節

で、制度導入後の変化を扱う。第５節で考察をし、第６章で

議論を整理し、今後の展望を述べる。

2. 政策評価制度の概要と先行研究

2.1. 政策評価制度の概要

まず、行政法学における先行研究に基づき、目的Ⅱの要求

水準について整理をする。評価結果に関して、専門用語や数

式を用いた膨大な評価書は専門家以外には理解しがたいとい

う観点から、評価法は、評価書のほかにその要旨も公表する

ことを義務づけている（宇賀 2002, p.30）。加えて、評価書

の記載事項（評価法第 10 条１項）に関して、「政策評価を行

う過程において使用した資料その他の情報に関する事項」（同

項６号）が公表されることによって、国民は「政策評価の結

果」（同項７号）に関するメタ評価（評価の評価）を行うこと

が可能になる（宇賀 2002, pp.29-30）。評価結果の公表にお

ける「内容」と「態様」について、評価法は、「政策評価を行

う過程において使用した資料その他の情報に関する事項」（同

1 2001 年６月 22 日成立。 

項６号）等の評価書への記載を求めつつ、「評価書」と「要旨」

の両方の公表を義務づけており（同条第２項）、評価対象の政

策に関する情報をわかりやすく伝える「要旨」と詳細な情報

を提供する「評価書」による「役割分担」が予定されている

（小西 2021, p.25）。 
この構造によると、「目的Ⅱは、国民に、評価対象の政策に

関する詳細な情報を、評価書（同条第１項）という形で具体

的・専門的に、説明すること（以下、「具体的・専門的説明」

という。）及び国民に、評価対象の政策に関する情報を、要旨

という形でわかりやすく、説明すること（以下、「要約的説明」

という。）の二点を求めている」と整理（以下、「法的整理」

という。）できる。

次に、法的整理と実務的運用を照らし合わせる。具体的・

専門的説明に関して、「学識経験者を有する者の知見の活用」

欄（同項５号）が単に空欄になっている評価書が内閣府等で

見られる。評価対象の政策の性質から「学識経験者を有する

者の知見」を活用していないことを示しているとの解釈も可

能であるが、追加的な説明がなく、法定記載事項が空欄とさ

れている状況では、「国民に評価対象の政策に関する詳細な情

報を具体的・専門的に説明」していると評価することは難し

いといえる。また、要約的説明に関して、令和４年度実施施

策に係る実績評価の評価書を公表しているのにもかかわらず

要旨は公表していない府省は2024年１月１日時点で10府省

にのぼる。この観点では、法律上の手続が満たされていない
2状況である。このように、法的整理は実務上果たされておら

ず、法律上の要求と実務的運用との間で乖離が生じていると

いえる。

府省 令和３年度以前の実施施策に係る評価書の要旨の公表の有無 令和４年度実施施策に係る評価書の要旨の公表の有無
内閣府 × ×
宮内庁 ◯ ◯

公正取引委員会
△

※標準様式の評価書に加え、実績評価書資料が存在
△

※行政事業レビューシートに加え、概要的な位置付けの「評価書」が存在
警察庁 ◯ ×

個人情報保護委員会 ×
ー

※評価書の公表なし
カジノ管理委員会 × ×

金融庁 ◯ ◯
消費者庁 ◯ ◯
デジタル庁 ー ー

復興庁 ×
ー

※評価書の公表なし
総務省 × ×

公害等調整委員会
△

※平成19～22年度に行った評価に限定して、要旨あり
×

法務省 ◯ ×

外務省
△

※「概要」という項目が評価書に存在
△

※「概要」という項目が評価書に存在
財務省 ◯ ◯

文部科学省 ×
ー

※評価書の公表なし

厚生労働省
△

※平成14～21年度に行った評価に限定して、要旨あり
×

農林水産省 × ×
経済産業省 ◯ ◯
国土交通省 ◯ ◯

環境省
△

※平成14～16年度に行った評価に限定して、「評価書概要版」あり
×

原子力規制委員会 ◯ ◯
防衛省 × ×

表 1 
実績評価の要旨の公表状況

（政策評価ポータルサイトにリンクのある府省の HP から作成。） 

このように実務の運用は法律の文言とは異なる形で現実的

に対応されてきた。こうした方向性が制度の見直しに最終的

にはつながっていく。機動的かつ柔軟に政策の軌道修正が行

われ、社会経済の変化に対応できる行政を実現するためには、

政策の効果等を適時に把握・検証することが重要との見地か

ら、政策評価制度の見直しが進められている（政策評価審議

会 2022, p.１）。この見直しの方向性は、政策評価審議会答

2 なお、「政策評価の実施に関するガイドライン」（令和５年３月 31
日一部改正）では、「評価書が既に簡潔で分かりやすいものとなって

いる場合には、当該評価書を要旨と兼ねるものとして位置付け得るも

のとする。」とされ、要旨を公表する必要がない場合もある。
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申（2022 年 12 月 21 日）に当たって公表された談話による

と、「説明責任に重きを置き、『きちんと出来ているか』を説

明させる『監督者の視点』が強い」制度 3から、「『何がボト

ルネックとなっていて、どうすれば改善するのか』といった

『政策立案者の視点』」を重視する制度へと抜本的に転換する

ものと位置付けられている（辻 2023, p.54-55）。つまり、目

的Ⅰが重視 4されているのである。 
 

2.2. 先行研究の状況 
政策の効果を把握する取組全般としての評価機能は、政策

評価制度の法制化以前から官学で調査研究が行われてきた。

評価機能の理論的な目的は、「アカウンタビリティの追求」（行

政機関が期待される効果を出して責任を全うしているかどう

かを判断するためのデータを求めること）、「マネジメントへ

の貢献」（行政内部のマネジメント活動に貢献するデータであ

る評価結果を現場のマネジメントにフィードバックするこ

と）及び「関連分野への知的貢献」（評価の前提として調査し

たデータや評価結果といった新しい情報を専門分野に提供す

ること）の三点に分類される（山谷 2006, pp.36-38）。評価

法との関連では、直接的にはマネジメントへの貢献とアカウ

ンタビリティの追求が明文化 5され、それぞれが目的Ⅰと目

的Ⅱに対応していると整理できる。特に、目的Ⅰは、有効性

と効率性の観点 6から、評価結果を政策へフィードバックす

ることを求めているものであるといえる。さらに、目的間の

関係性について、政策評価制度の主たる目的はマネジメント

への貢献であり、他の二つの目的は強くないとされている（山

谷 2006, p.38）。 
理論的な目的に対応して、制度上の問題も指摘されている。

まず、目的Ⅱについて、「誰が、どのような立場で、どんな評

価（説明）を求めているのか」ということが明確にされてい

ないとの問題がある（山谷 2006, p.10）。加えて、一般的に

「国民に説明する責務」と互換的に用いられている「説明責

任」や「アカウンタビリティ」という言葉 7（以下、これら

の概念を「説明責任概念」という。）が、政策評価を各府省に

導入、定着させる過程で強調されたところ、こうした言葉の

内実が曖昧であったために、説明するための材料や資料は多

い方が良いとの風潮が生まれ、政策評価の件数が増大し、評

価書の記載内容が詳細で膨大となる現象が生じたことが指摘

されている（岩田 2010, pp.14-15）。こうした支障に対して

は、「どのような情報をどのような場合に提示すればアカウン

タビリティを果たしたことになるのか」という点を明らかに

することにより、説明のために政策評価をする作業量は軽減

されるはずであると制度上の課題が指摘されている（山谷 
2006, p.224）。 

                                                           
3 法制化の議論の中で、事務的作業としての政策評価の実行可能性も

考慮され、説明責任の徹底に重心が置かれるようになったと指摘があ

る（鎌田 2008, pp.39-50）。 
4 田辺（2021, p.24）も、政策評価審議会提言（2021 年３月 17 日）

では各府省において役立つという評価のあり方への志向が強調され

ており、アカウンタビリティよりも政策の改善に向けた役割に重点が

置かれているとしている。 
5 「関連分野への知的貢献」は、当該専門分野が行政実務に応用され

る際に、行政現場への有効性や効率性の向上に資することも考えられ

るが、間接な効果であると位置付ける。 
6 「効果的かつ効率的な行政の推進に資する」（評価法第１条） 
7 総務省が公表している「政策評価に関する基礎資料集 令和３年度

版」では、「４政策評価に関する用語集」において、「説明責任

（accountability：アカウンタビリティ）」が挙げられている。 

説明責任概念は、他制度でも参照されている。アカウンタ

ビリティや説明責任といった言葉は、1990 年代に急速に公的

分野で使用されるようになった（岩田 2010, pp.７-８）。そ

の背景としては、1990 年代頃に政治家・行政官の汚職や不正

経理が相次ぎ、行政活動に対する透明性向上を求める声が高

まったことや NPM の潮流により、事前の予算・計画偏重の

行政から事後の決算・成果を重視する行政への転換が志向さ

れたことが挙げられる（山本 2013, pp.13-14）。説明責任と

いう言葉は、行政改革会議と同時期に活動した行政改革委員

会の過程において、「accountable」の意味（説明できる、責

任のある）から類推する形で、「accountability」の共通の訳

語として創出され、用いられるようになったが、公的分野で

は「説明責任」の意味合いが厳密に定義されて使い分けられ

ているわけではない（岩田 2010, pp.３-19）。 
このように、透明性向上を求める社会的情勢等を背景とし

て、説明責任概念は政官界で言及されるようになった。しか

し、説明責任概念は多義的な概念であり、他制度も含めて統

一的な解釈が確立しているわけではない。そこで、制度ごと

に説明責任概念の内容を明らかにする必要がある。 
また、政策評価を行う行政現場の認識についても先行研究

がある。まず、政策評価制度黎明期では、行政現場で政策評

価制度全体の趣旨、目的についての十分な理解を欠く状況に

あったとされている（岩田 2010, p.８）。政策評価制度に対

する評価として、行政管理庁や総務庁に職業公務員として勤

務していた鎌田（2008, pp.47-51）は、定期的に成果情報を

産出しているという観点から、政府の説明責任の徹底は十分

であると述べている。また、西出（2020）は、政策評価を行

う担当者の意向に関して、作為的な評価行動が評価従事者に

見られることを実証的に検証している。 
 
2.3. 小括 
制度の現状として、目的Ⅱに関連して法律上の要求と実務

上の運用との間に乖離が生じている。さらに、現在の制度見

直しの方向性は、目的Ⅰ重視となっており、目的Ⅱの趣旨を

基礎とする法律の文言と実務的運用との乖離が拡大する懸念

が想定される。 
先行研究においては、なぜ二つの目的が掲げられるように

なったのかは十分に明らかにされていない。さらに、説明責

任概念が多義的であるとされている中で、目的Ⅱに対応する

説明責任概念の内容は一般に不明確であるとされている。一

方で、定期的に成果情報を産出しているという観点から、目

的Ⅱは十分に果たされているとする見解も存在する。では、

目的Ⅱの内容は定期的な成果情報の産出であるのか。このよ

うな見解の対立も制度の帰結の一つであるといえる。 
 
3. 評価法の制定過程 
制度導入までは、大きく三つの時期に分かれる。通例、現

在の政策評価の淵源は、行政改革会議最終報告 8（以下、「行

革会議最終報告」という。）に「政策評価」という項目が設け

られ、政策評価制度の導入が提言されたことであると説明さ

れる（岩田 2010, p.10）。その後、法制化に向けた議論が重

ねられ、評価法制定に至る。一方で、政策評価に類似する制

度としてかつては行政監察があり、評価機能に関する議論は

行政改革会議以前にも見られた。つまり、第一に評価機能強

化の必要性の公的部門による認識、第二に評価機能強化の理

                                                           
8 1997 年 12 月３日 
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念の行政改革会議等における設定、第三に法制化に向けた議

論という形で三つの時期に分かれる。以下、この三つの時期

ごとに制定過程を整理する。 
 
3.1. 評価機能強化の必要性の認識 
まず、政策評価制度導入の提言の下地として、政官界では、

評価機能はどのように理解されていたのか。行政改革会議以

前の状況から整理する。 
3.1.1. 行政機関における評価機能の検討 

1975 年度から、行政管理庁において、評価機能等に関する

基礎的理論や各種手法の開発改良等について調査研究が行わ

れていた（行政管理庁行政管理問題研究会 1976）。行政管

理に関する理論と技術の調査研究を一つの役割とする一般財

団法人行政管理研究センターの発足（1977 年９月）以降は、

当センターが行政機関からの調査研究の委託も受けている

（総務庁長官官房総務課 1986）。 
また、総務庁年次報告書の記載からは、総務庁が取り組ん

でいた政策やテーマを把握できる。平成７年度以降の総務庁

年次報告書では、「政策評価」や「アカウンタビリティ」への

言及が見られる。平成８年度の総務庁年次報告書では、「行政

のアカウンタビリティを全うし国民からのフィードバックに

効果的に対応する」などと述べられており、説明責任概念が

言及されている。平成９年度版では、「社会経済情勢を踏まえ

た今後の行政の展望」として、「説明責任の徹底」や「評価の

充実」が挙げられた。なお、平成 10 年度版では、政策評価

機能の充実・強化に関する項目は挙げられていない。 
3.1.2. 評価機能をめぐる国会の議論 
評価機能に関する国会の議論は、評価法制定以前にも見ら

れた。その代表例が、行政監視院法案をめぐる議論である。

第 41 回総選挙を目前に控えた時期に、当時の菅直人民主党

代表が、行政機関の調査を行い、法令の制定・改廃を提言す

る権限と評価機能を持つ国会付属機関の設置及び総務庁行政

監察局の廃止を骨子とする行政監視評価委員会の設置構想を

発表した。そして、この構想を発展・具体化した行政監視院

法案が議員立法として第 139 回臨時国会に提出される。与党

である自由民主党も行政監視院法案を協議課題の筆頭に位置

付けられていたが、複数の論点で対立は解消されず、第 140
回通常国会で政策協議が決裂し、審議未了・廃案が決定づけ

られた（窪田 2005, pp.39-49）。 
3.1.3. 小括 
評価機能に関する調査研究の実施状況から、行政改革会議

以前にも評価機能を強化、改善する必要性は政官ともに認識

していたといえる。特に、1997 年時点で総務庁は評価機能の

充実や説明責任の確保を課題として位置付けている。一方で、

政官界で評価機能強化という課題は認識されているものの、

評価機能を強化する具体的手段は確立していなかった。 
 

3.2. 評価機能強化の理念設定 
行政改革会議では、評価機能強化の理念が示された。行政

改革会議は、複雑多岐にわたる行政の課題に柔軟かつ的確に

対応するため必要な国の行政機関の再編及び統合の推進に関

する基本的かつ総合的な事項を調査審議するために設置され

た。行革会議最終報告では、理念の一つに「まず何よりも、

肥大化し硬直化した政府組織を改革し、重要な国家機能を有

効に遂行するにふさわしく、簡素・効率的・透明な政府を実

現する」ことが掲げられ、改革の基本的な考え方として、内

閣・官邸機能の抜本的な拡充・強化や透明な行政の実現、行

政の簡素化・効率化等が挙げられ、詳細な改革案が提案され

た（田中・岡田 2000, pp.２-３）。 
3.2.1. 行政改革会議 
行政改革会議委員の指摘内容は、外部評価の導入の必要性

や行政監察の改革、公共事業評価の必要性、経済問題に関す

る専門的評価の必要性などであり（南島 2020, p.76）、政策

評価の具体的な制度論の議論よりは、評価機能の充実強化と

いう方針の確認が中心であった。行革会議最終報告の評価機

能に関する部分については、会議での審議がほとんどなく、

集中討議（第 37,38 回会議）に事務局から提出された「たた

き台」の文章が修正なく承認されている（岩田 2010, p.20）。 
行革会議最終報告では「評価機能の充実強化」という項目

で、評価機能が軽視される日本行政の傾向を指摘した上で、

「政策は……不断の見直しや改善が加えられていくことが重

要であり、そのためには、政策の効果について、事前、事後

に、厳正かつ客観的な評価を行い、それを政策立案部門の企

画立案作業に反映させる仕組みを充実強化することが必要で

ある。」と評価機能強化の必要性が述べられた。また、説明責

任概念に関して、①評価機能の充実は、立案部門と実施部門

の意思疎通と意見交換を促進し、政策についての評価や各種

情報の開示により行政の公正・透明化を促す効果があること、

②政策評価の眼目は、政策に必要な修正を加えるとともに、

政策に関する議論を明らかにし、政策選択についての国民的

議論を喚起することにあるため、評価の迅速化や情報公開を

積極的に進める必要があること、及び③評価が政策に実効的

に反映されるためにも、評価結果の政策への反映に関する政

策立案部門による説明責任の明確化が必要であることが言及

されている。そして、評価機能の充実強化に向けた制度論と

して、実施部門の情報を政策立案部門に環流させるために実

施部門を評価する仕組みを導入することなど四点が言及され

た（南島 2020, p.77）。 
3.2.2. 中央省庁等改革基本法 
中央省庁等改革基本法（以下、「基本法」という。）は国会

審議で修正されることなく、1998 年６月 10 日に成立する。

基本的内容は行革会議最終報告と同一である（東田 1999, 
p.4）。 
基本法は、中央省庁等改革の基本方針として「国民的視点

に立ち、かつ、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた客観的

な政策評価機能を強化するとともに、評価の結果が政策に適

切に反映されるようにすること。」（第４条６号）及び「行政

運営の透明性の向上を図るとともに、政府の諸活動を国民に

説明する責務が全うされるものとすること。」（同条７号）を

挙げる。第４条６号の方針は第 29 条で具体化された。同条

３号で挙げられた「政策評価に関する情報の公開を進めると

ともに、政策の企画立案を行う部門が評価結果の政策への反

映について国民に説明する責任を明確にする」という方向性

は、第４条７号とも関連性がある。 
3.2.3. 小括 
行革会議最終報告は、評価機能の充実強化の必要性を指摘

した上で、その目的として「評価結果の政策への反映」と「評

価情報の公開」を掲げ、四点の具体的な制度論を示した。マ

ネジメントへの貢献の観点から評価結果の政策への反映が掲

げられ、アカウンタビリティの追求の観点から評価情報の公

開が掲げられたと整理できる。一方で、行政改革会議では、

評価手法等の議論に終始し、制度論的な議論が不十分だった。

制度の具体化は、基本法制定を経て、中央省庁等改革推進本

部における検討へと移行した。また、政策評価は、行政の信
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頼性確保のための方策として位置付けられた。情報公開制度

に加え、積極的な説明責任のために政策評価制度の確立も求

められたのである（南島 2020, p.91）。しかし、説明責任の

内容については具体性を欠いたままであった。評価情報の公

開や説明責任の明確化は、透明な行政の実現という基本的な

考え方に対応する一方で、評価情報の公開等は評価結果の政

策への反映の基礎となるというように行政の簡素化・効率化

の手段とも捉えられる形であった。 
基本法でも行革会議最終報告を引継ぎ、「評価結果の政策へ

の反映」と「評価情報の公開」という方向性は明記された。

これらの関係について、第 29 条３号は、評価情報の公開と

して、政策評価に関する情報の公開と評価結果の反映状況の

説明をともに求めているところ、評価結果の反映が先に存在

し、その反映状況を国民に説明するという前後関係が読み取

れる。このように、評価機能強化の目的が一定程度整理され

た。 
 
3.3. 法制化の議論 
評価機能強化の方向性が一定の具体性を持って示された後、

準備会合等で、諸外国の動向や国内の先駆事例が参照され、

政策評価の法制化へと進んだ。（南島 2020, pp.82-91）。 
3.3.1. 政策評価の手法等に関する研究会 
「政策評価の手法等に関する研究会」9（以下、「手法研」

という。）では、政策評価の導入に向けて用語の定義や制度目

的、評価手法等について議論された。 
第７回までの会議を経て、2000 年２月に「政策評価の導入

に向けた意見・論点の中間整理」（以下、「手法研中間整理」

という。）が取りまとめられる。目的が整理され、①「国民に

対する行政の説明責任（アカウンタビリティ）の徹底」、②「国

民本位で効率的な質の高い行政の実現」及び③「国民的視点

に立った成果重視の行政への転換」の三点が挙げられた。理

論的な目的との関係では、①がアカウンタビリティの追求、

②③がマネジメントへの貢献に対応している。目的間の関係

については、①が第一に挙げられており、他の目的とも独立

した形で目的の一つとして明記されている。 
三つの目的それぞれには補足説明が付されており、目的の

意義やその具体的内容等を理解する指針となる。①では、行

政に対する国民の信頼性の向上を図ることが重要であること、

効率化の誘因が働きにくいという行政の性質があるため、政

策評価結果の公表により国民が行政活動をチェックできるよ

うにすることが重要であること、政策の在り方についての国

民的な議論を喚起するとともに国民の政策への理解や共通認

識を深めていくことが重要であること、及び法令や手続の遵

守状況という手続的な側面についての説明責任に加えて一定

の資源の中で効果的・効率的に成果を上げているかという結

果についての説明責任を果たすことも国民に対しては重要と

なってきている状況を踏まえた政策評価の実施が重要である

ことの四点が挙げられている。 
「（２）公表の在り方」の項目では、国民の理解が得られる

ように「政策に関する情報をわかりやすく説明すること」と

外部検証可能とするために「詳細で専門的、具体的な情報を

説明すること」の両立が求められている。 
説明責任概念は第７回までの会議でも言及され、制度目的

の整理、検討が必要であるとの意見（第１回会議・村松岐夫、

第５回会議・星野芳昭）も見られた。しかし、説明責任概念

                                                           
9 1999 年 8月～2000 年 6 月 

には様々な意味合いが示されており、有効性、効率性も説明

する内容に含められるという考え方が共通している程度で、

統一した見解が示されるわけではなかった。また、説明責任

概念を制度目的に位置付ける根本的な背景に関して、評価機

能の理論的な目的の一つにアカウンタビリティの追求がある

旨を複数の学者が述べるとともに、第２回会議では太田誠一

総務庁長官が「憲法の理念に照らすと、国民主権から国民に

対する説明責任が不可欠である」と述べている。 
第 15 回までの会議を経て「政策評価の導入に向けた中間

まとめ」（以下、「手法研中間まとめ」という。）が取りまとめ

られた。目的や政策評価の結果等の公表について、手法研中

間整理の内容を引き継いでいる。さらに、第 21 回までの会

議を経て取りまとめられた「政策評価制度の在り方に関する

最終報告」（以下、「手法研最終報告」という。）では、目的や

政策評価の結果等の公表について、手法研中間まとめと同様

の内容が言及されている。 
評価機能の目的としてアカウンタビリティの追求に直接言

及しているものは、少なくとも議事概要では、手法研中間整

理が取りまとめられて以降、ほとんど見受けられない 10。 
3.3.2. 政策評価制度の法制化に関する研究会 
「政策評価制度の法制化に関する研究会」（以下、「法制研」

という。）では、法制化に関する基本的な考え方や制度枠組み

等が検討され、2000 年 12 月に「政策評価制度の法制化に関

する研究会報告」（以下、「法制研報告」という。）が取りまと

められた。 
法制研報告では、「評価書」という概念が登場し、「４ 評

価書の作成・公表」の項目では、「政策評価を政策の企画立案

と区別し、政策のマネジメント・サイクルの中での位置付け

を明確にするとともに、評価結果を政策の企画立案に適正に

反映させるため、本法制においては、評価結果について、書

面（評価書）を作成することを義務付けることが適当である。

また、国民に対する説明責任の徹底の観点から、この評価書

については、公表を義務付けることが適当である。評価書に

は、評価結果を政策の企画立案に反映させるために必要な情

報が記載されている必要があるが、同時に、評価書が公表さ

れるものであることから、ガイドライン案において、評価の

過程を含めて可能な限り具体的に公表されるものとされてお

り、このため、評価結果が外部からも検証できるよう、評価

の過程を含めた情報も記載されている必要がある。」と述べら

れており、マネジメントへの貢献が評価機能の主目的に位置

付けられ、マネジメントへの貢献に資するように作られた評

価結果を公表することで、アカウンタビリティの追求も副次

的に満たすという整理がされているように見受けられる 11。 
法制研報告は、評価結果を外部検証可能とするための情報

公開に加え、「国民に分かりやすい形での公表」も求めており、

この要請に対応するため、評価書とは別に「評価書の概要を

作成し、広く一般に公表することも必要」12としている。ま

た、「評価結果等について、国民にとって容易に入手できる方

法で、かつ、速やかに分かりやすい形で公表する」とする「政

                                                           
10 第 11 回に、星野芳昭が「評価の実行可能性とアカウンタビリティ

とは別次元の問題で、評価できないから公開できないということには

ならない。」と意見している。 
11 「アカウンタビリティを果たすことが目的であり、そのための有

効な「手段」の一つが政策評価である。……「手段」が目的化しない

よう注意する必要がある。」という意見（第４回会議）があり、あく

まで「アカウンタビリティの追求」も目的の一つである。 
12 この記述と同様の意見が第９回会議で出されている。 
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策評価に関する標準的ガイドライン（案）」の整理を取り上げ

ている。このように、評価書自体の内容に加え、概要を設け、

公表するという態様によっても果たしていくべき旨が読み取

れる。こうした棲み分けは、「外部検証可能とする詳細な情報

の公表」と「国民にとってのわかりやすさ」の両立を確保す

るために求めているといえる。 
3.3.3. 政策評価に関する標準的ガイドライン策定 
「政策評価に関する標準的ガイドライン（平成 13 年１月

15 日政策評価各府省連絡会議了承）」（以下、「標準的ガイド

ライン」という。）は、手法研や法制研と並行的して議論され、

取りまとめられた（西出 2020, p.128）。 
目的は、手法研中間整理と同内容となっている。評価結果

等の公表に関して、「評価書」という用語は用いられておらず、

評価書との関係は明らかではないが、「外部検証可能とする詳

細な情報の公表」と「国民にとってのわかりやすさ」の双方

が言及されている。 
3.3.4. 政策評価制度法制化 
国家行政組織法改正や各府省の設置法等の中央省庁等改革

関連 17 法律案が 1999 年７月に成立した。これらの法律で、

国の行政機関がその政策について「自ら評価」することや総

務省が政策評価制度を所掌することが規定され、政策評価は

法律上の根拠を有する取組となった（辻 2021, p.55）。実際

に、2001 年度の政策評価はこの関連法と標準的ガイドライン

に基づいて実施された（小西 2009, p.９）。 
評価法は、法案に附則第２条を加える修正を経て成立する

（清水 2002, pp.９-10）。なお、国会では、「厳格な評価の

実施。自己評価への不信を基礎として、『客観性』や『定量性』

を高め、国民から信頼が得られる評価にすべき」や「予算へ

の反映。予算要求における反映にとどまらず、予算編成にお

いても、政策評価の結果を活用すべき」といった要求が見ら

れた（小西 2021, pp.22-25）。 
評価法では目的Ⅰと目的Ⅱが掲げられる。これらは標準的

ガイドラインを基礎としており、手法研中間整理や標準的ガ

イドラインで挙げられた③成果重視の意味合いは、評価法第

１条では「効果的」の部分に込められている（宇賀 2002, 
pp.15-16）。 
法制化の過程について、1999 年 10 月５日に自自公連立内

閣が発足し、総務庁長官に公明党出身の続訓弘が就任したこ

とによる公明党の党派的な影響があったことも指摘されてい

る（小西 2021, pp.20-21）。具体的には、公明党の若松謙維

議員が「行政評価法を制定して、国民に納得される行政の目

標と、その実績や業績を公表することが必要だと確信いたし

ます。」と述べる（同年 11 月 17 日衆議院行政改革に関する

特別委員会）など、アカウンタビリティの追求も重視する党

派性 13であったといえる。 
3.3.5. 小括 
三つの目的及び「わかりやすい説明」と「詳細で専門的、

具体的な説明」の両立確保については、手法研中間整理にお

いて整理されて以降、評価法まで引き継がれている。ただし、

説明責任概念の意味合いについては、その内容を明らかにす

ることの必要性が手法研の議論の中で複数回指摘されたもの

                                                           
13 当時の公明新聞の記述に基づくと、公明党は無駄の排除を実効的

に実施するために政策評価制度法制化を望み、基本原則として、（１）

客観的基準に基づく政策評価の徹底（２）生活者の視点への配慮（３）

情報公開の原則（４）外部評価・立法府のチェック体制の強化などを

挙げている。なお、公明新聞は、2023 年 11 月 24 日に公明党本部に

問い合わせ、政策評価制度に関連する記事を共有いただいた。 

の、その後の議論も含め、統一的な見解が整理されることは

なく、評価法における定義まで至っている。 
目的間の関係について、手法研最終報告まではアカウンタ

ビリティの追求が独立的な目的として位置付けられている。

他方で、法制研では、マネジメントへの貢献が評価機能の主

目的に位置付けられ、評価結果を公表することでアカウンタ

ビリティの追求も副次的に満たすという整理が見られるよう

になる。 
手法研における議論を参照するところ、理論的な目的の一

つとしてアカウンタビリティの追求が学者から挙げられると

ともに、太田誠一総務庁長官が説明責任は不可欠であると述

べるなど、学術的にも政治的にも後押しを受けて、アカウン

タビリティの追求も制度目的として位置付けられたといえる。

その後の議論に関しては、公明党が連立政権を構成する中で、

政策評価の機能の一つとしてアカウンタビリティの追求を重

要視する公明党の党派的な影響もあったと考えられる。 
 
4. 政策評価制度導入後の変化 
評価法附則第２条では「政府は、この法律の施行後３年を

経過した場合において、この法律の施行の状況について検討

を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」

と規定された。この規定に基づく見直しに関連して、総務省

行政評価局長を務めた塚本（2002, p.９）は、新制度の期待

に応えるためには「実務の蓄積、経験の蓄積、……課題の克

服ということも必要であり、一定程度の時間も必要になるの

ではないかと思われる……。……今後の努力、あるいは発展

というものにまつべきところがある……。」と述べており、制

度を実際に動かしてみながら改善していくという方針が当時

の総務省にはあったといえる。 
2004 年 12 月には、「政策評価制度に関する見直しの論点

整理」が取りまとめられ、評価結果の政策への反映や評価に

関する情報の公表等に必要な方策を検討することの必要性等

が示された。特に、評価結果等の公表について、外部検証可

能とする詳細な記述と国民へのわかりやすさの両立を確保す

るために、評価書と要旨との役割分担を明確にすることが必

要であるとしている。 
2005 年６月には、総務省は「政策評価制度に関する見直し

の方向性」（以下、「『見直しの方向性』」という。）を取りまと

めた。「国民への説明責任の徹底」に関して、「国民への分か

りやすさの確保、評価書・要旨の標準化」及び「国民的議論

の活性化」が挙げられており、評価書本体と要旨の役割分担

の明確化の必要性 14にも言及がある。また、「評価の観点や

実施時期など法定記載事項が必ずしも明確に記載されていな

い府省もある。」との課題を示し、「評価方式の特性を勘案し

て、法定記載事項が明確に記載されたものとなるよう標準的

な様式を提示し、その際、法定記載事項ごとに具体的にどの

ような内容を記載すべきかも明示することとする。」という対

応方策を提示している。さらに、評価結果の内容に関して、

外部検証可能性確保にも言及がある。 
附則第２条に基づく見直しによる対応方策は、各府省が

2005 年度内の基本計画や実施計画に反映し、2006 年度から

新たな枠組みの下で評価を実施することとなった（新井 
2013, pp.11-12）。 

                                                           
14 当時、附則第２条に基づく見直しを担当していた総務省行政評価

局政策評価官室の調査官を小西敦が務めていたこともあり、小西

（2021, p.25）の指摘とほとんどが一致する内容となっている。 



- 6 - 

その後、事業仕分けや行政刷新会議、経済財政諮問会議、

政策評価・独立行政法人評価委員会、政策評価審議会等の議

論に応じて、見直しの動きがあった（西出 2020, pp.140-152）。 
各段階の方向性としては、「政策に関する情報をわかりやす

く説明すること」と「詳細で専門的、具体的な情報を説明す

ること」を両立する評価結果等の公表の改善やマネジメント

への貢献機能に関する改善、行政事業レビュー等との連携強

化による評価作業の軽減 15といった内容が挙げられる（西出 
2020, pp.135-152；新井 2013, pp.8-13）。特に、マネジメン

トへの貢献機能の強化は、実現する上で技術的な課題も存在

することもあり、多くの時期で言及されている。 
また、国民の説明責任の徹底を図ることは、「見直しの方向

性」等の資料において、今後の課題と対応方策として挙げら

れた。一方で、総務省が実施しうる具体的な対応方策は標準

的な様式の提示程度であった。その他の方策としては「要旨

においては、評価書の該当部分等を容易に参照できるよう、

その所在情報を明記することとする。」というように共通的な

方針が示されているものの、政策評価を行う各府省の取組に

委ねざるを得ない形になっていた。 
 

5. 考察 
5.1. なぜ二つの目的を追う制度となったのか。 
まず、行政改革会議以前から、行政管理庁や総務庁は調査

研究を行っており、評価機能の各目的を認識していたといえ

る。行政改革会議から法制化に至るまで各目的への言及が見

られるように、従来の調査研究で認識されていた理論的な目

的が制度導入過程で言及されることは当然である。 
行革会議最終報告では、基本的な考え方である行政の簡素

化・効率化や透明な行政の実現に対応して、評価機能の充実

強化の目的として「評価結果の政策への反映」と「評価情報

の公開」が掲げられた。行革会議最終報告では第一の機能と

してマネジメントへの貢献が挙げられている（鎌田 2008, 
p.39）ところ、同時に、不透明性の問題に対して、積極的な

説明責任のために政策評価制度の確立が求められた（南島 
2020, p.91）ため、マネジメントへの貢献に目的が絞られる

ことはなかったのだろう。すなわち、当時の社会的な要請と

親和的であった二つの目的がともに制度目的として掲げられ

ることとなったと考えられる。 
目的間の競合関係を鑑みると、制度目的としてはアカウン

タビリティの追求が法制化の過程で捨象されることも論理的

には考えられる。しかし、アカウンタビリティの追求は法制

化の議論で否定されなかった。その背景としては、アカウン

タビリティの追求という目的が学術的、政治的に所与のもの

として受け入れられており、むしろ連立政権を構成していた

公明党の党派的影響により推進されたことが指摘できる。さ

らに、理論的には複数の目的があるという総論を前提としつ

つも、複数の目的を機能させるために必要な条件や措置を各

論的に検討する必要も考えられるが、実現可能性を含めたこ

うした検討は制定過程を通じて不十分であった。 
したがって、行政の簡素化・効率化と透明な行政の実現と

いう社会的要請 16に親和的な二つの目的は、政策評価制度導

                                                           
15 2007 年までには評価項目の大くくり化や評価対象の重点化も行

われた（鎌田 2008, p.40）。 
16 透明性確保や説明責任概念は、行政手続法や情報公開法の議論で

も言及されており、中央省庁等改革や政策評価制度法制化の議論にお

いて同様の概念に言及されたのは、特段の事情がない限り、当然であ

入の提言以降所与として受け入れられ、必要措置等の制度論

的検討も十分に行われなかったことによりそれらの目的が積

極的に否定されることがなかったため、政策評価制度は二つ

の目的を追う制度になったといえる。 
 

5.2. 二つの目的を追う制度は何をもたらしたか。 
5.2.1. 目的間の構造に関する解釈 
両立困難な二つの目的をともに達成するためには、それら

が機能する条件を考え、必要な措置を講じる必要がある。二

つの目的を追求する上では、ある目的を所与として他の目的

を限定的に扱うというような条件も考えられる。こうした目

的間の関係は、評価法の規定からは直接導かれないものの、

法制研報告の記述の解釈から整理できる。それが、「マネジメ

ントへの貢献が評価機能の主目的に位置付けられ、評価結果

を公表することでアカウンタビリティの追求も副次的に満た

す」という整理である。さらに、具体的な制度論として、「わ

かりやすい説明」と「詳細で専門的、具体的な説明」の両立

確保が手法研中間整理から評価法まで引き継がれている点を

併せて考えると、「マネジメントへの貢献を重視する形で評価

を行い、評価結果外部は検証可能かつわかりやすい形で公表

することで、アカウンタビリティの追求も副次的に果たす」

という構造が浮かび上がる。この構造には、アカウンタビリ

ティの追求として評価結果等を公表し、外部検証等を経るこ

とで、マネジメントへの貢献機能の強化を期待するという含

意もある。このような整理は、政策評価制度の主たる目的は

マネジメントへの貢献であり、アカウンタビリティの追求の

目的は強くないと指摘（山谷 2006, p.38）とも親和的である。 
したがって、目的Ⅱの内容は、評価法第１条の記述からは

多義的であるように思われるが、法制研報告に基づく整理の

ように、目的Ⅱの内容は目的Ⅰとの関係で一定の限定を付す

解釈が可能である。 
5.2.2. 法的整理と実務的運用の乖離 
アカウンタビリティの追求という目的が否定されず、二つ

の目的を追う制度となった帰結として、目的Ⅱに関する評価

法第 10 条の規定を満たさない運用が見受けられるようにな

った。このような運用は、「見直しの方向性」の記述に見られ

るように、附則第２条に基づく見直しが行われた時期から指

摘されている。遅くとも 2005 年時点では法的整理と実務的

運用の乖離が生じているといえるのである。 
では、なぜこのような乖離は生じたのか。「見直しの方向性」

で示された対応方策の裏返しとして考えると、乖離の表面的

な要因は、評価法規定の内容も含め共通的な方針が各府省で

は認識されていなかったことであると考えられる。さらに、

その要因を制定過程から考えると、政策評価制度では各府省

の独自的な取組が中心に位置付けられていたこと及び制度目

的間の関係が簡明でなかったことにあるといえる。評価法制

定を待たずに 2001 年度には各府省の設置法と標準的ガイド

ラインに基づき、各府省の取組として政策評価は実施された

（小西 2009, p.9）。加えて、法制化された制度も自己評価が

基本であり、具体的な実施方法等については各府省の取組に

委ねざるを得ないものとなった。さらに、政策評価制度を実

際に動かしてみて、実施しながら改善していくという方針が

あった（塚本 2002, p.9）。行政現場では、政策評価制度全体

の趣旨、目的に関する十分な理解を欠く状況があった（岩田 
2010, p.8）。そこで、各府省の政策評価を実施する現場で独

                                                                                               
るといえる。 
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自的な取組が続く中で、制度趣旨が理解されないまま自主的

な運用が続いたことが乖離の要因であると指摘できる。 
 
 
 
 
 
 

図 1 
乖離が生じた要因の整理 

法的整理と実務的運用の乖離は現在でも見受けられる。で

は、なぜ法的整理と実務的運用の乖離は解消されなかったの

か。「見直しの方向性」における記述に見られるように、乖離

の状況は制度見直しの段階で総務省に認識され、対応方策も

示されていた。この対応方策はなぜ機能しなかったのか。そ

れは、乖離の根本的な問題が各府省の自主的な運用にあるの

にもかかわらず、対応方策が各府省の取組に委ねざるを得ず、

各府省で自主的な運用が続く要因については対処することが

できなかったことが考えられる。また、作為的な評価行動の

存在（西出 2020, pp.155-160）からは、制度趣旨が理解され

ていたとしても、法制度に沿った行動のインセンティブがな

く、法律から乖離した行動を評価従事者が行うことも考えら

れる。しかし、こうした懸念に対する実質的な方策も見られ

なかった。 
制度見直しは多くの時期に試みられていたのにもかかわら

ず、実質的な対応方策がされなかったことも重要な観点であ

る。その要因としては、制度見直しの方向性の多くは、技術

的な課題を抱えるマネジメントへの貢献機能に関する改善で

あり 17、法的整理と実務的運用の乖離は重視されなかったこ

とにあると考えられる。説明責任は果たしているという認識

が一部であったことも、乖離が重視されなかった要因の一つ

であると指摘できる。 
このように、対応方策が機能せず、また、実質的な対応方

策が講じられなかったことにより、乖離が解消されなかった

と考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 
乖離が解消されなかった要因の整理 

 
6. 議論の整理と今後の展望 
6.1. 議論の整理と研究上の課題 
本稿では、法律上の要求と実務的運用との乖離の要因を、

各府省の自主的な運用に委ねる制度の特性と抽象的な制度目

的の内容や位置付けが具体的に明示されなかったことにより、

制度趣旨が理解されずに自主的な運用が継続したことにある

と整理した。そして、制定過程の分析を通じて、マネジメン

トへの貢献を重視する形で評価を行い、評価結果を外部検証

                                                           
17 各時期の見直しは政治から始まることが多かったところ、政治側

の主な関心はマネジメントへの貢献機能にあった。 

可能かつわかりやすい形で公表することで、アカウンタビリ

ティの追求も副次的に果たすという解釈上の目的間の構造を

示した。さらに、法的整理の趣旨として、「一般国民向けに行

政の透明性を向上させる目的」と「外部検証等を通じてマネ

ジメントへの貢献機能強化に資するという評価結果等の公表

の効果」の二点があることを指摘した。 
これらの検討はあくまで先行研究や政府資料に基づく整理

であるが、実務的運用を対象としている以上、実務へのヒア

リング等を通じて、その実態を詳細に分析する必要性は残る

といえる。研究上の今後の課題としては、本稿による整理を

仮説として、実証的に検証することがある。 
 
6.2. 今後の展望 
現在の制度見直しの方向性は、マネジメントへの貢献機能

の強化であるところ、制度見直しに沿った評価書を作成して

いる府省は少なくなく、各府省はこの方向性に概ね応じてい

るといえる。一方で、法的整理と実務的運用との乖離という

問題は残る。加えて、評価情報の公表は外部検証の基礎とな

り、マネジメントへの貢献機能向上にもつながる。この観点

が意識された評価結果等の公表がされなければ、マネジメン

トへの貢献機能の強化の実効性も低減しうる。また、目的Ⅱ

の不明確性により評価書の記載内容が詳細で膨大となる現象

が生じたこと（岩田 2010, pp.14-15）を考慮すると、本稿で

指摘した乖離が残ることで、評価作業の効率化も目指す制度

見直しを形骸化させてしまう懸念もあるといえる。 
このような課題や懸念に対して、どのような方策を講じる

べきか。乖離に対して、法律論としては、実態に法律を合わ

せる（小西 2021, p.30）か、法律に実態を合わせるかのどち

らかの対応は必要である。そして、「政策に関する情報をわか

りやすく説明すること」と「詳細で専門的、具体的な情報を

説明すること」の両立確保という評価法の趣旨を考慮すると、

政策論的には、法律に実態を合わせる方が適切であると思わ

れる。そこで、各府省による自主的な運用や制度目的の抽象

性及び複雑性といった政策評価制度の特性を考慮した上で、

制度趣旨の浸透を各府省において行う必要がある。 
アカウンタビリティの追求を第一の目的と扱うことにより、

マネジメントへの貢献機能が低減される事態になってはなら

ない。本稿で整理した目的間の構造は、現在の見直しの方向

性とも親和的 18である。各府省における制度理解が進まなか

ったという制度運用上の反省及び目的Ⅱの不明確性を考慮す

ると、評価法第 10 条に沿って評価結果を外部検証可能かつ

わかりやすい形で公表する程度で目的Ⅱは十分果たされるこ

とになると強調することも重要である。このような形で、目

的間の構造に関する解釈を、制度見直しの方針を具体化する

資料の中で明確化し、各府省に普及していくことが望まれる。 
 

 (以 上) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 この構造は、評価法の規定から直接導かれるものではなく、制定

過程における資料の解釈上の整理であるという点を留意した上で、評

価法との整合性を考える必要もある。 
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